
平
成
二
十
二
年
十
月
六
日
提
出

質

問

第

三

三

号

郵
便
割
引
制
度
不
正
事
件
に
係
る
大
阪
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
主
任
検
事
の
証
拠
改
竄
に
関
連
し
た
同
特
捜

部
元
幹
部
へ
の
公
費
支
給
の
有
無
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

浅

野

貴

博
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郵
便
割
引
制
度
不
正
事
件
に
係
る
大
阪
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
主
任
検
事
の
証
拠
改
竄
に
関
連
し
た
同
特
捜

部
元
幹
部
へ
の
公
費
支
給
の
有
無
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

障
害
者
団
体
等
を
対
象
と
し
た
低
料
金
の
第
三
種
郵
便
物
制
度
に
係
る
文
書
を
偽
造
し
、
実
態
の
な
い
自
称
障
害
者
団
体

「
凛
の
会
」
に
同
制
度
を
悪
用
さ
せ
た
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
の
上
村
勉
元
担
当
係
長
が
昨
年
逮
捕
さ
れ
た
。
右
の
事
件
に
絡

み
、
文
書
偽
造
を
上
村
元
係
長
に
指
示
し
た
と
し
て
、
昨
年
六
月
に
逮
捕
さ
れ
た
村
木
厚
子
元
同
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局

長
の
公
判
が
本
年
九
月
十
日
に
行
わ
れ
、
無
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
。
右
に
関
し
、
村
木
元
局
長
の
取
調
べ
を
担
当
し
て
い
た
大

阪
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
の
前
田
恒
彦
主
任
検
事
が
、
証
拠
と
し
て
押
収
し
た
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
を
改
竄
し
た
と
し

て
、
同
月
二
十
一
日
、
最
高
検
察
庁
に
逮
捕
さ
れ
た
。
ま
た
、
前
田
容
疑
者
に
よ
る
証
拠
改
竄
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
事
実
を

隠
蔽
し
て
い
た
と
し
て
、
同
地
検
特
捜
部
前
特
捜
部
長
の
大
坪
弘
道
京
都
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
、
佐
賀
元
明
神
戸
地
方
検
察

庁
特
別
刑
事
部
長
が
、
本
年
十
月
一
日
、
犯
人
隠
避
罪
の
容
疑
で
最
高
検
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
た
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

大
坪
、
佐
賀
両
容
疑
者
は
、
本
年
十
月
一
日
に
逮
捕
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
最
高
検
に
よ
る
聴
取
を
受
け
て
い
た
と
承
知
す

る
が
、
右
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
具
体
的
な
日
に
ち
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

一
般
に
、
通
常
の
民
間
人
が
検
察
庁
か
ら
聴
取
の
依
頼
を
受
け
、
応
じ
る
際
、
出
頭
に
掛
か
る
交
通
費
や
滞
在
費
を
は
じ

一



め
と
す
る
旅
費
等
、
一
連
の
費
用
は
、
全
て
自
費
で
ま
か
な
う
こ
と
と
な
る
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

三

大
坪
、
佐
賀
両
容
疑
者
が
、
逮
捕
さ
れ
る
以
前
、
一
の
期
間
に
最
高
検
の
聴
取
を
受
け
て
い
た
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
交
通
費

や
滞
在
費
を
は
じ
め
と
す
る
旅
費
等
、
一
連
の
費
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
費
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
か
。
そ
れ
と
も
、
公
費
に

よ
り
支
出
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
。
事
実
関
係
を
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

四

三
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
費
に
よ
る
支
出
で
は
な
く
、
公
費
に
よ
る
支
出
が
な
さ
れ
て
い
た
の
な
ら
、
そ
の
総
額
は
い
く
ら

に
な
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

三
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
費
に
よ
る
支
出
で
は
な
く
、
公
費
に
よ
る
支
出
が
な
さ
れ
て
い
た
の
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

大
坪
、
佐
賀
両
容
疑
者
は
、
最
高
検
ま
で
の
移
動
に
新
幹
線
を
用
い
て
い
た
か
。
用
い
て
い
た
の
な
ら
、
そ
の
座
席
の
等

級
は
何
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
右
に
公
費
が
充
て
ら
れ
た
事
実
は
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

大
坪
、
佐
賀
両
容
疑
者
が
、
一
の
期
間
に
最
高
検
に
よ
る
聴
取
を
受
け
て
い
た
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
滞
在
先
に
ど
の
よ
う
な

宿
泊
施
設
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
右
に
公
費
が
充
て
ら
れ
た
事
実
は
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

大
坪
、
佐
賀
両
容
疑
者
が
、
一
の
期
間
に
最
高
検
に
よ
る
聴
取
を
受
け
て
い
た
際
、
出
張
手
当
等
、
何
ら
か
の
手
当
が
支

二



給
さ
れ
た
事
実
は
あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
、
何
と
い
う
名
目
の
手
当
が
ど
れ
だ
け
の
額
支
給
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
認

め
ら
れ
る
法
的
根
拠
は
何
で
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
公
費
支
給
の
あ
り
方
に
対
す
る
柳
田
稔

法
務
大
臣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


